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論文

「知の交渉」と放射線防護体制の多元性

ー第二次世界大戦後初期における一般公衆の被曝基準の策定過程一・

樋口敏広・*
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1.はじめに

第二次世界大戦後に成立した電離放射線(以下放射線と略)防護体制では、1946年に活動を開 

始した「全米放射線防護委員会 National Committee on Radiation Protection (NCRP)」と1950 
年に結成された「国際放射線防護委員会International Commission on Radiological Protection 
(ICRP)」という非政府専門組織が勧告を発し、それを国際機関や各国の原子力当局が参照して基 

準と法令を定めた。放射線防護基準の策定と変遷を概観した初期の先行研究としては、NCRP初 

代委員長でICRP創設者の一人であるローリストン・テイラー Lauriston S. Taylorによる解説、キャ 

サリン•コーフィールドCatherine Caufieldによる同時代的な批判、そして日本では杉本良子に 

よる一連の先駆的考察がある本格的な科学史研究はアメリカではギルバート•ホイットモア 

Gilbert F. Whittmore, Jr.、日本では中川保雄により着手されたが、両者とも専門組織と政府•産業 

の間の垂直関係に着目して放射線防護基準の決定過程を分析した。例えば、中川保雄は、NCRP 
とICRPが原子力の軍事•民生利用を推進する政府と産業の利害に従属し、「放射線被曝の危険性 

とそれによる被害を隠し、あるいはそれらをきわめて過小に評価することによって、原子力開発は 

押し進められてきた」と主張した°。一方、ホイットモアは専門組織の自発性を強調し、NCRPが 

自らの勧告の科学的根拠の不確実さを認める一方で数値基準、専門用語、文章表現を通じて「確か 

さの幻想」を生み出し、また行政的•経済的に実行可能な基準を示すことで、自主規制を維持し行 

政介入を避けようとしたことを論じたり

他方、放射線防護体制の重層性に着目し、複数の専門組織間の水平関係を分析する試みが近年始 

まっている。事実、戦後初期の体制形成期にはNCRPとICRPをはじめとする多くの専門組織が設 

立された。アメリカ、カナダと共にマンハッタン計画に参加し戦後初期の西側の原子力開発をリード 

したイギリスでは、独立行政機関である「医学研究会議Medical Research Council (MRC) Jが1946 

年に放射線防護基準の策定権限を管掌し、1949年から1953年にかけてアメリカとカナダとの間で放
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射線防護基準の国際標準化交渉を重ねた。また、1954年3月に起きたビキニ事件を契機に大気圏内 

核実験により世界中に拡散した放射性降下物が社会問題化すると、翌55年春に米英両政府は放射線 

被曝問題に関して「全米科学アカデミー National Academy of Sciences (NAS)」とMRCにそれぞれ 

諮問した。さらに同年12月、国連総会は米英両国が提出した決議案を採択し、「原子放射線の影響に 

関する科学委員会 United Nations Sdentitic Committee on the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR)」 

を設置した。これらの専門組織群を検討した研究は、組織の並立と統一見解の必要性との間の緊 

張関係を指摘している。例えば、ジェイコブ•ダーウィン•ハンブリンJacob Darwin Hamblinは 

NASが設置した「原子放射線の生物学的影響に関する委員会Committee on the Biological Effects of 
Atomic Radiation (BEAR)」とMRCが水面下の折衝を通じて1956年6月に同時公表された両報告 

書の統一を図ったことを明らかにした4UNSCEARの成立過程とICRPとの統合構想を分析したソ 

ラヤ•ボーディアSoraya Boudiaも、少数の科学者が複数の専門組織を兼任することで内部の衝突と 

外部の批判を回避できる柔軟な体制が成立したことを指摘した®。同様の緊張関係は放射線防護に関 

連する異なる学問領域の間でも見られ、例えばクリストファー •ジョリー J. Christopher Jollyは低線 

量被曝問題をめぐるアメリカの医学者と遺伝学者の対立を、そして杉本良子は放射線単位の標準化 

をめぐる欧米の医学者と物理学者の対立をそれぞれ詳細に検討した6)〇

本論文は、このような放射線防護体制の多元性と内部の緊張関係に着目し、第二次世界大戦後初 

期における一般公衆の防護基準の策定過程を複数の専門組織間の「知の交渉」として再検討する。 

そもそも放射線防護体制の原点は1920年代に遡るが、当時設置されたNCRPとICRPの前身にあ 

たる専門組織はx線とラジウムの医療•産業利用に伴う職業上の被曝をその対象としていた。しかし、 

第二次世界大戦を契機に原子力の軍事•民生利用が開始されると、核爆発や事故、核施設の通常運 

転や廃棄物の発生などにより多くの市民が被曝する危険が高まった。このため、一般公衆の被曝問 

題は原子力の軍事•民生利用双方のその後の展開を大きく左右する要因として浮上した7)〇本稿で 

は、各専門組織の一次史料、特に先行研究ではほとんど参照されていないイギリス側の史料を用い 

て一般公衆の防護基準をめぐる専門組織間の駆け引きを明らかにする。まず、西側の原子力開発を 

リードしたアメリカとイギリスにおける放射線防護の制度と利害関係が異なっていたことに焦点を 

当て、その差異が一般公衆の防護基準をめぐる数々の不確実要素の解釈の不一致につながり、1949 
年から53年にかけて行われた両者にカナダを加えた三国協議が難航したことを論じる。なお、力 

ナダは米英に次ぐ有力な西側の原子力先進国として放射線防護基準の標準化に大きく貢献したが、 

一般公衆の防護基準に関する協議では米英間の折衝が中心となったため本稿ではカナダの分析は行 

わない。次に、1954年のいわゆるビキニ事件を契機としてアメリカの遺伝学界が新たに設置された 

BEARを通じて意見の統一を図った経緯を解説する。そして、米国内における再調整過程がICRP 
における論議に影響を与え、自然放射線量を一般公衆の防護基準とする基本方針が1956年末まで 

に打ち出されたことを明らかにする。最後に、多様な知見や利害が専門組織内外の「知の交渉」を 

経て調整される過程を踏まえ、第二次世界大戦後初期の放射線防護体制の特質を考察する。

2.アメリカとイギリスにおける放射線防護の制度と利害関係

第二次世界大戦が終結すると、マンハッタン計画を主導したアメリカとイギリスは原子力開発を 

推進したが、両国は対照的な制度を構築した。アメリカでは文民の行政機関である原子力委員会に 

あらゆる権限が集中する一元的な体制が発足した。原子力開発の推進と規制の利害衝突を抱えた原 

子力委員会は自己の政策の科学的妥当性を示すために諮問制度を多用したが、放射線防護につい 

ても同様に専門知の外注を推進した。原子力委員会の「生物医学諮問委員会Advisory Committee 

for Biology and Medicine」のメンバーであった遺伝学者のジョージ•ビードルGeorge W. Beadleは、 
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1947年9月の会合で原子力委員会に対し、前年!2月に発足した放射線取扱業務諸団体で構成する 

任意団体であるNCRPに「耐容線量基準の妥当性」と「遺伝的観点を含めた基準の策定」を諮問 

することを提案した。これに対してNCRPは、継続的な評価を約して遺伝学者のハーマン•マラー 

Herman J. Mullerとカート•スターンCurt Sternを顧問に迎える一方、放射線防護における唯一 

の権威という立場を維持するために原子力委員会から多くの代表を意思決定の中枢に迎えため。し 

かし、両者は組織的には独立しており、また原子力委員会とは必ずしも利害が一致しない公衆衛生 

局、食品医薬品局、各種医療団体や営利企業もNCRPに参加していた。このためNCRPは、内部 

に抱え込んだ多様な利害を反映する形で放射線防護指針を策定することになった。

一方のイギリスでは、多元的な原子力開発体制が成立した。その中心は当初は軍需省、1954年 

以降は原子力公社であったが、医学・生物学については1913年より同分野の基礎研究の調整役を 

担っていたMRCが管掌した。MRCはこの目的のために「原子核物理学の医療•生物学応用に関 

する委員会 Committee on the Medical and Biological Applications of Nuclear Physics （CMBANP）」 

を設置し、またハーウェルH arwellにある原子力研究所内に放射線生物研究ユニットを開設して 

同分野における主導権を確立した。MRCの権限は放射線防護にも及び、CMBANPは放射線防護 

小委員会を設置し、同小委員会により組織された耐容線量専門委員会は1946年11月より活動を開 

始した。同小委員会は1951年に改組され、放射性物質法の法定委員会である電離放射線防護委員 

会として再発足した。このような流れの中で、戦前から活動していた「イギリスx線•ラジウム 

防護委員会 The British X-Ray and Radium Protection CommitteeJ はその存在意義を失い、1952 年 

9月の会合を最後にその活動を終えた賀こうして放射線防護指針の唯一の策定主体となったMRC 
は、主に公衆衛生の立場から放射線被曝問題に取り組むことになった。

3.見解の不一致

このように米英両国の放射線防護体制は対照的な制度と利害を抱えたが、当初は潜在的被曝人 

ロの想定が放射線作業従事者に限定されていたため、両者の意見の相違は顕在化しなかった。例 

えば、外部放射線の遺伝的影響に関してMRCパネルの諮問をうけたデイビッド•キャッチサイ 

ドDavid G. Catchesideは1947年2月に報告をまとめ、遺伝の突然変異率を倍加する照射線量を 

25年の生殖期間で合計50レントゲンと仮定した上で、遺伝障害が線量に正比例する直線闕値なし 

（LNT）仮説の場合でも潜在的被曝人口がイギリス全人口の1パーセント（50万人）にとどまる場 

合は、当時の耐容線量tolerance dose10）である1日あたり0.1レントゲンの被曝が続いたとしても 

最終的に全人口で5パーセントの突然変異率の増加にとどまると予測したn）o1948年3月にMRC 
パネルのメンバーの訪米に同行したキャッチサイドは外部放射線の評価を担当するNCRP第一委 

員会の委員長であったジオアッチーノ •ファイーラGioacchino Faillaらと会談し、「もし人口の相 

当な部分もしくはその全てが被曝する場合には、遺伝的影響はほぼ確実に深刻なものとなろう」と 

いう見解で一致した⑵。しかし翌49年9月にファイーラがまとめた新たな勧告案の対象はあくま 

で放射線作業従事者であり、そのため「現時点及び今後しばらくの間は、遺伝傷害は被曝許容水準 

permissible level of exposureの策定においてはそれを制限する要因とはならない」とされた13）〇

NCRPとMRCは外部被曝による遺伝的影響については見解が一致したが、内部被曝による骨肉 

腫の危険については大きく異なった。その原因となったのは、放射性物質により汚染された飲料水 

を利用する人口規模の想定の差異であった。イギリスは1946年、ロンドン市民の水源であるテム 

ズ川上流約1〇〇キロにあるハーウェルに原子核研究施設を建設したが、その施設の排水によってイ 

ギリス全人口の4分の1にあたる約1000万人の住民の飲料取水源が恒常的に汚染される危険が生 

じた。そのため主官庁である軍需省は、排水の基準をめぐって保健省、公共事業省、テムズ川保 
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全局、首都水道局、ロンドン郡協議会等と折衝していたが、その交渉は難航していた⑷。そのた 

め、ハーウェルの物理学者で後にソ連のスパイとして知られたクラウス•フックスKlaus Fuchゝが 

MRCパネルに出席した際に述べたように、「各種の提案について首都水道局等の公共企業体を説 

得するには、独立した権威的な組織が必要だ。現時点では、MRC （放射線防護）小委員会耐容線 

量専門委員会以外にそのような組織は存在しない」のであった⑹。つまり、多元的な制度により原 

子力当局が他の官庁との調整に難航する中で、MRCがその調整役として期待されたのであった。

テムズ川の汚染により潜在的被曝人口が爆発的に増大したことは、低線量の内部被曝に対す 

るMRCの中の慎重論を勢いづけた。MRCは当時、アメリカの物理学者□ブリー ・エヴァンズ 

Robley D. Evan sが1941年に策定したラジウムの最大体内負荷量（0.1マイクログラム）をベース 

として、骨に沈着する放射性物質各種の飲料水中の最大許容濃度を求めていた。しかしMRCパネ 

ルの有力なメンバーの一人で吸収線量の方程式で有名なルイス•グレイしouis H. Grayはエヴァン 

ズのデータを批判的に再評価し、その標本数がわずか20例しかなく、もし骨肉腫が遺伝障害と同 

様にLNT仮説に従う場合は0.1マイクログラムによる骨肉腫の発症リスクはゼロではなく1から2 
パーセントであることを指摘した。グレイによると、このリスクは「産業上の危険としてはささい 

かもしれないが、わずかに放射線量が高い水を飲むことによって多数の人々が晒される危険として 

は認められない」水準であるとされた询。この見解を1948年8月の会合に報告したグレイは、一 

般公衆に対するラジウムの最大体内負荷量を1〇〇分の1（o.oolマイクログラム）に引き下げ、こ 

れをベースにさらに各種の安全値を加えた上で飲料水中のストロンチウム90 ・イットリウム90 （4 
xIO-15 curies/cc）とプルトニウム（3 x10~17 curies/cc）の最大許容濃度を提案した"）。

このイギリス側の動きに対して、アメリカ側は強く反論した。エヴァンズは1948年12月にグレ 

ィに書簡を送り、一般公衆に対するラジウムの最大体内負荷量を職業上の限度のio分の1である 

o.oiマイク□グラムがそれ以上にすることを求めた。エヴァンズはその理由として、イギリスが提 

示する値は自然界に存在するラジウムの負荷よりも下回る可能性を挙げ、実効ある規制とはなら 

ないことを強く示唆した。さらに彼は、骨肉腫の実際の報告数はしNT仮説で予測される数より下 

回っている可能性を指摘し、骨肉腫の発生数は低線量に止まる限り人口規模に単純に比例しない、 

と主張した⑹。しかしイギリスにおいては、エヴァンズが限度の引き上げを求める棍拠となった不 

確実性の存在そのものが慎重論を勢いづけていた。MRCパネルの座長を務めたウィリアム• メイ 

ノードWilliamV. Mayneordは49年8月の会合で「さらなる証拠が得られるまでは、一般人につ 

いてはo.oolマイクログラムを基本として論議を進めるべきである」と述べ、グレイの見解を堅持 

した⑼。つまり、NCRPとMRCの見解の不一致は低線量被曝に内在する科学的不確実性をめぐる 

証明責任の所在をめぐる対立を強く反映していたのであった。

4.三国協議の不調

一般公衆の被曝基準に関して異なる判断を下していたNCRPとMRCは、1949年から1953年ま 

で計3回開催された「三国協議Tripartite ConferencesJに臨んだ。それまで個別の訪問や書簡を 

通じて断続的に行われていた「知の交渉」が本格化した背景には、マンハッタン計画を契機とする 

アメリカ•イギリス•カナダ間の原子力協力の進展があった。この協力関係は、1946年米原子力 

法が核兵器に関する情報を同盟国を含むあらゆる国と共有することを禁止したために一時危機に瀕 

していた。しかし米ソ対立が激化すると、アメリカ政府は原子力協力を再開することで同盟関係を 

強化しつつ核軍備増強のためにイギリスとカナダが主に管理するウラン資源を確保しようとした。 

こうして1948年1月、3ヶ国は暫定協定を締結して核兵器開発に直接関係を有さない9分野での 

協力に合意したが、その1つは保健・安全分野であった。その具体的な内容を定めた合同政策委員 
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会Combined Policy Committee技術協力部会の合意文書によると、放射線耐容線量を確定するた 

めの実験協力、遺伝学・医学・生物学研究全般、原子炉に伴う健康被害、そして機器、研究施設設 

計やその他の技術が含まれていた2°〉。そのため、放射線防護を担当する3カ国の専門組織はそれま 

で機密指定されていた放射線被曝に関するデータを共有することが可能となり、被曝基準の標準化 

に向けた協議を行う環境が整ったのであった。

1949年9月にカナダのオンタリオ州チョーク•リバー Chalk River 〇原子力研究所で開かれた第 

1回会合では、アメリカとイギリスは外部放射線による全身照射の最大許容線量を週3ミリシーベ 

ルトとすることで合意したが、内部被曝問題については激しい議論が交わされた。MRCのメンバー 

の一人であったジョセフ•ミッチェルJoseph S. Mitchellはイギリス側を代表し、ラジウム等の骨 

に沈着する放射性物質の飲料水中の一般公衆向けの最大許容濃度を職業上の限度の100分の1とす 

る提案を行った。これに対してアメリカ側は従来の見解を繰り返して難色を示したが、それは同国 

における多元的な利害を反映したものであった。例えば、ジェネラル・エレクトリックが運用する 

ハンフ—ド核施設の放射線防護担当官であったハーバート•パーカー Herbert M. Parkerらは職 

業向けと公衆向けの「二重基準」を設けることに反対したが、その理由は、前者に高い限度が適用 

されることでこれらの労働者に対する危険手当の支給や保険料の値上げにつながることを恐れたた 

めであったか。このような懸念の背景として、アメリカでは放射線を利用する医療機関や原子力 

産業が民営もしくはその途上にあったこと、各種保険が市場原理で運営されていたこと、そして医 

療•労災訴訟が頻発する法文化があったことが挙げられる22）〇最終的にミッチェルの提案は多数決 

で暫定的に承認されたものの、米英間の溝は容易には埋まらなかった。

一般公衆の内部被曝をめぐる米英の見解の相違は、さらに遺伝障害問題にも波及した。第2回会 

合は翌50年8月にICRPが発足した直後にハーウェルで開催されたが、MRCパネルはそれに先立 

ち、大幅な限度の引き下げを必要とする一般公衆向けの飲料水中の放射性物質の対象を、骨肉腫を 

引き起こす恐れのあるストロンチウム等から遺伝障害をもたらす物質一般に拡大した。それは、テ 

ムズ川の汚染問題を背景として、遺伝障害についても放射線作業従事者を対象とした一個人あたり 

のリスクから公衆全体に対する統計的なリスクにその評価基準を転換したためであった23）〇そのた 

めキャッチサイドは再計算を行い、イギリスの全人口である5000万人が被曝する場合、5パーセ 

ントの突然変化率の増加までは「許容できる」と仮定し、そのためには25年の生殖期間を通じて 

受ける場合の最大累積線量を全人口平均で25ミリシーベルトにする必要があること、そのために 

は当時の全身被曝の最大許容線量であった週3ミリシーベルト（25年の累積線量は3.75シーベルト） 

を100分の1以下にする必要があることを指摘した24）〇第2回会合に臨んだイギリス側はこの提言 

に従い、一般公衆向けの飲料水に含まれる遺伝に影響を与える放射性物質類の最大許容濃度を職業 

向けの限度の100分の1とすることを提案した。

新たなイギリスの動議に対する反対の急先鋒に立ったのは、1951年まで米原子力委員会生物医 

学部長を務めたシールズ•ウォーレンShields Warrenであった。NCRPの記録によると、ウォー 

レンは「民間防衛問題」、そして「保険、労使関係」に言及しており、さらにイギリス側の記録に 

よると、彼は「二重基準による政治的困難と戦時中の緊急事態に備える必要性」について懸念を示 

していた⑸。ここで指摘された民間防衛問題は、アメリカ側が抱える多元的な利害の重要な一部で 

あった。NCRP委員長のテイラーがのちに回顧したように、遺伝的影響を皆無にするために一般 

公衆向けの（自然放射線に追加される）被曝基準をゼロした場合、核戦争が起きた際に「心理的に 

危険である」という考えが原子力委員会の内部で棍強かった。彼によると、原子力委員を務めた口 

バート・バチャーRobert F. Bacherは「一般の人々はいかなる被曝も危険であると考えるようにな 

り、（核戦争時に）パニックの可能性が助長される」と考えており、このような見解は「ある程度 
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の被曝は『耐えられる』と人々が信じるようになるために何らかの方法を見いださなくてはならな 

い」ことを示唆していた"）。しかしアメリカ側は、安全保障上の利害を最優先して許容線量の引き 

下げに抵抗したというよりは、むしろ安全保障、労使関係、医療問題といった国内の多元的な利害 

に直面して問題の先送りを図ったといえる。実際、ウォーレンは「アメリカでは汚染された川の水 

によって被曝する可能性のある人口は少ない」と述べ、一般公衆の被曝問題は各国の事情に応じて 

判断されるべきだと主張した勿。こうして米英間の「知の交渉」は、統一基準を次回の最終会合ま 

で棚上げすることで合意したのであった。

第3回会合は翌53年3月末から4月初頭にかけてニューヨーク市郊外のハリマンHarrimanで 

開かれたが、それに先立ってファイーラは、遺伝的影響に配慮した一般公衆向けの最大累積許容線 

量についてNCRPの顧問であったマラーとスターンから意見を求めた。マラーは1952年にストッ 

クホルムで開かれたICRPの会合に招かれた際に、人類は原子力利用と引き換えに25パーセント 

の突然変異率の上昇までは「許容できる」として30年間累積で全人□平均200から300ミリシー 

ベルトが妥当であると主張していたが、ファイーラも当初はこの基準であればNCRPとしても受 

け入れられると考えていた⑹。しかしもう一人の顧問であるスターンはマラーの数値は高すぎると 

して、イギリス側と同様の30ミリシーベルトを提案した彳の。最終的に両者は50ミリシーベルトで 

合意したが、このことを知ったファイーラは驚いた。「提示された値である一人当たり5レム（50 
ミリシーベルト）の100倍に相当する、例えば500レムの線量をなぜ労働者が浴びることが可能な 

のか、ということを彼らに対して説明する問題に直面する」ことを恐れたファイーラは、一般公衆 

向けの最大許容線量を具体的に定めた記述を公表予定のICRP • NCRP両勧告から削除することを 

主張した。そして彼は、全ての関係者が同意するような遺伝的影響に関する新たなレポートをイギ 

リスとカナダの遺伝学者の協力を得て作成することを提案した30）〇こうして三次にわたる米英間の 

「知の交渉」は、国内の多元的な利害に配慮したNCRPの抵抗によって結論を先送りにすることで 

妥結したのであった。

5.ビキニ事件と知の交渉の場の多極化

一般公衆の被曝基準をめぐる「知の交渉」のダイナミクスは、大気圏内核実験による地球規模の 

放射能汚染（グローバル•フォールアウト）によってすでに人類全体が被曝していることが明ら 

かになると大きく変化した。その契機となったのが、1954年3月のいわゆるビキニ事件であった。 

米原子力委員会は事件直後に声明を発し、核実験によって世界各地でバックグラウンド放射線がわ 

ずかに増加したことを認めたものの、それは人間などの生物に対して「危険な水準を遥かに下回 

る」と主張した。マラーらはこの声明を公然と批判し、たとえー個人にとってはわずかな線量でも 

人類全体が被曝する場合はその影響が累積して多数の遺伝障害を引き起こすことがLNT仮説から 

予測されると指摘した。しかし原子力委員会は、しNT仮説は低線量では証明されていないとして 

証明責任を転嫁し、また仮説が正しい場合でも、グローバル•フォールアウトによる追加被曝線量 

は自然放射線量やその変化量よりはるかに小さいためにその影響は統計的に検出できないことを指 

摘し、事実上「無視できる」と主張しため。

ここで重要なことは、原子力委員会とアメリカの遺伝学者らの論争が容易には決着しなかった 

ことである。先ほど述べたように、アメリカの遺伝学界はLNT仮説を妥当とする見解では一致し 

ていたものの、その計量的•社会的•倫理的評価をめぐって意見が大きく分かれていた。例えば、 

キャッチサイドは突然変化率を倍加する線量を50レントゲンと仮定したが、実際にはショウジョ 

ウバエと人間の比較、そして特定の遺伝子座における変化率と全体の変化率との関連等に係る様々 

な不確実性により、倍加線量の見積もり範囲は最小と最大で100倍もの開きがあったぬ。計量的評 
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価以上に紛糾したのが、社会的影響の問題であった。イギリス側は人口全体の突然変異率の5パー 

セントまでの増加は「許容できる」と見なし、一般公衆向けの25年間の累積線量を全人口平均で 

30ミリシーベルト前後としていた。しかしアメリカの遺伝学界では、社会全体が電離放射線•放 

射性物質の利用と引き換えにどれほどの遺伝障害を「許容できる」かをめぐって論争が続いていた。 

そして何よりも、核兵器開発に伴う被曝はそもそも「許容」されるべきか、という根本的な問いを 

めぐって意見が分裂していた。このため多くの遺伝学者はグローバル・フォールアウト問題を究極 

的には政治問題とみなし、論争に巻き込まれることに消極的であった⑹。

この膠着状態に介入したのが、核軍縮を求めて行動していた科学者運動であった。1955年3月、 

「全米科学者連盟Federation of American Scientists Jは声明を発し、国連の下に米•英•ソ連代表 

を含む科学委員会を設置することを各国に呼びかけた。その目的は、グローバル・フォールアウト 

の「最大許容限度」を策定し、実際の汚染をそれ以下に抑えるために必要な措置を国連に勧告する 

ことであった。ここで興味深いのは、科学者運動が汚染による危険は「基本的に技術的で科学的で 

ある」と述べて、この問題を科学者間の討議に任せることを主張したことである抄。この微妙な言 

説のシフトは、科学的知見と社会的価値が不可分に錯綜する低線量被曝状況下においては戦略的な 

重要性を帯びていた。つまり、遺伝学界がこの問題の政治的側面ゆえに原子力委員会に対抗する共 

同見解を打ち出せなかったのに対し、科学者運動は科学的側面を強調することでリスク評価の主体 

をアメリカ政府から国際的な科学者共同体に移そうとしたのであった。

それまで「科学的な事実」としてグローバル•フォールアウトの危険性を否定してきた米英両政 

府は、科学者運動の提案を前に深刻なジレンマに陥った。国際的な科学者の討議を通じて「最大許 

容線量」の不確実性に注目が集まることで、核実験の制限や核兵器の禁止を求める声が高まり、西 

側の核政策に反対する共産•中立勢力を利することを危惧したのである。そのため両国政府は代案 

として、グローバル•フォールアウトを含む放射線防護問題全般についてNASとMRCにそれぞ 

れ諮問した。しかし科学者による国際的な評価を求める圧力が一層高まりを見せると、米英両政府 

は同55年秋の国連総会でUNSCEARの設立を提案し、全会一致で承認された⑹。こうして1956 
年までに「知の交渉」の場は急速に多極化したのであった。

6.知の再交渉

さて、ビキニ事件によって人類全体が低線量被曝を経験している事態が明らかになると、それま 

で棚上げされていた一般公衆向けの基準の策定はもはや不可避となった。しかし「知の交渉」を取 

り巻く環境は、すでに大きく変化していた。それまで意見の不一致ゆえに共同行動をとることがで 

きなかったアメリカの遺伝学界は、NASが設立したBEAR遺伝部会を通じて内部の意見統一が初 

めて可能となった。この委員会の座長を務めた数学者のウォーレン•ウィーバー Warren Weaver 
によると、それまでの放射線防護関係者の態度とは、「許容線量の改正を勧告するのはお前たち遺 

伝学者の仕事ではない。（省略）なぜなら、お前たちには改正を勧告できる本当にしっかりとした 

根拠がないからだ」というものであった购。委員の一人でオークリッジ国立研究所でマウスの大規 

模遺伝実験を行っていたウィリアム•ラッセルWilliam L. Russellも同様の不満を吐露し、遺伝学 

者がこの問題における「権威」として広く認知され、被曝線量が急増する現状を「なんとか転換す 

る」機会を逃してはならない、と力説していた⑹。特筆すべきは、この部会にはNCRPのメンバー 

であるファイーラとウォーレンも加わっていたことである。遺伝学を専門としない両者は実質的に 

はオブザーバーに過ぎなかったが、のちに述べるように遺伝部会内部の議論を報告書の公表に先ん 

じてNCRPとICRPに伝える重要な役目を果たした。

さて、遺伝部会は1955年11月と翌56年2月に会合を開いたが、安全な線量が存在しないという 
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LNT仮説をどのように放射線防護の思想と実践に反映させるかをめぐって紛糾した。ウィーバーに 

よると、「『（被曝線量を）出来るだけ少なくする』と言うだけでは不十分」であった珊。事実、イギ 

リス側が遺伝的影響に配慮した一般公衆向けの最大許容線量を提示できたのも、キャッチサイドが 

LNT仮説をベースに各種の仮定を重ねて「許容できる」遺伝的影響を数値化したためであった。つ 

まり遺伝学界は、安全な線量が存在しないという見解を放射線防護の思想と実践に反映させるため 

に逆説的に一定の線量を「許容できる」と見なして具体的な数値として示さざるを得ないというジ 

レンマに直面したのであった。しかし人類遺伝学者で広島・長崎の「原爆傷害調査委員会Atomic 
Bomb Casualty Commission（ABCC）」による追跡調査を指導したジェームズ•ニールJames V Neelは、 

ある線量を「許容できる」として特定するには科学的知見が不確実過ぎるとして強く反対した掬。ビー 

ドルも同様に難色を示し、「許容できる」線量を明示することでそれ以下の被曝はあたかも「安全」 

であるかのような印象を与える恐れを指摘した40）。しかしラッセルが述べたように、「もし我々がや 

らなければ、他の誰かがやることになる」ため、許容水準の数値化を求める意見が大勢を占めた叫 

遺伝部会は議論の末、「論理的に得られた唯一の結論ではなく、複数の異なるデータや根拠から 

得られる一連の見解から投票によって選ばれた総意として」許容量を定めることで合意した42）。マ 

ラーは持論である200ミリシーベルトを提示し、かつてスターンと合意した50ミリシーベルトで 

は将来の原子力利用の拡大を考慮すると「厳しすぎる」と主張した。このため委員会は、二つの数 

字を幾何平均して得られる100ミリシーベルトを一般公衆向けの30年間累積線量の全人口平均値 

として最終的に承認した回。ファイーラによると、それは突然変異率の倍加量を500ミリシーベ 

ルトと仮定する場合、その20パーセントまでの増加を許容することを意味した44）。これまで見解 

が割れていた遺伝部会が許容量の概念を採用して明確な数値を示したこと、そしてそれが50ミリ 

シーベルトより引き上げられたことは、彼にとって予想外の成功であった。ニールによると、ファ 

イーラは「あからさまな理由により」100ミリシーベルトを明示する項目を報告書に盛り込むこと 

を「熱望していた」のであった⑹。

それまで見解が分かれていたアメリカの遺伝学界が一般公衆向けの被曝基準で合意したことは、 

同年4月にジュネーブで会合を開いたICRPに大きな影響を与えた。先に述べたように、アメリカ 

の多様な利害を代弁するNCRPは遺伝学界の不一致を理由として一般公衆向けの被曝基準の策定 

を再三先延ばしにしてきた。しかしBEAR遺伝部会がその基準を明示したことは、任意団体であ 

りながら普遍的な防護基準を勧告することでその権威を確立していたNCRPとICRPの地位を脅 

かすものであった。双方の第1委員会（外部放射線担当）の委員長を兼任していたファイーラは、「遺 

伝学者らは10レム（100ミリシーベルト）以下を欲している」と述べて、ICRPとして指針をまと 

める必要性を自ら提起しため。のちに彼はこのイニシアティブについてイギリスとスウェーデンの 

メンバーに宛てた書簡の中で説明したが、その理由とは「今後の情勢に引きずられて同様の改正を 

行うよりも積極的に主導する方が（国際放射線防護）委員会の将来にとって非常に重要である」と 

いう判断であった切。つまり、6月に公表予定のBEAR報告に率先した形でICRPとしての声明を 

発することで、放射線防護体制における自らの権威を確保しようとしたのであった。

ここで興味深いのは、ファイーラを筆頭とするICRP第1委員会は、BEAR報告が提示した 

100ミリシーベルトをそのまま踏襲しなかったことである。8月にファイーラが改めて提示した 

NCRP -ICRP両勧告の改正案からは、4月の会合の段階で特定の数値の代わりに自然放射線量を 

目安とすることで合意が形成されたことが伺える。この改正案によると、遺伝的な観点に立った「許 

容量」が策定されるまでの暫定的な措置として「自然放射線を超えるあらゆる線源から配偶子（卵 

子と精子）が受ける放射線量を、地球上で現在人類が居住している地域における自然放射線の程度 

を超えないよう制限する」との文言が盛り込まれていた⑹。ファイーラによると、「いかなる実際 
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の許容水準も特定」しないことで、NCRPとICRPがのちにその声明を改正したり取り下げたりす 

ることを容易にするためであった妙。つまり、自然放射線量に言及することで、主導権と柔軟性の 

両方を確保しようとしたのであった。

このような戦略的意図を有した声明案であったが、皮肉なことにICRPの「暫定」基準はBEAR 
が示した基準よりも事実上さらに低いものとなった。BEARの報告によると、アメリカにおける自 

然放射線量の平均は30年で約40ミリシーベルトであったため、「自然放射線量の程度を超えない」 

とするICRPの基準は、BEARが提唱する100ミリシーベルトの半分以下である40ミリシーベル 

卜であると解釈することが可能であった。ファイーラがかつて50ミリシーベルトの提言に難色を 

示したことを考えると、自然放射線量を基準とする彼の動議は一見矛盾のように見える。しかし彼 

にとって重要だったのは、BEARよりさらに慎重な基準を打ち出すことでNCR?とICRPの主導 

権を確保することであった。彼はNCRP メンバーに対して改正案を説明した書簡の中で、「より慎 

重なICRPの推計が現時点ではより望ましいと確信しており、そのため（BEARによって）提唱さ 

れている限度であるioレム（1〇〇ミリシーベルト）を認めることはできない」と断言した。当時、 

医療被曝がすでに30ミリシーベルトに達していると見積もられていたが、ファイーラは「もしこ 

の値（自然放射線量）が原子力平和利用から生じる被曝に対して少なすぎると言うならば、医療被 

曝の平均を下げるような努力を強めるべきだ、と私は言うだろう」とさえ述べていた販。

しかし、もともと医療分野での放射線利用に強い利害を有していたNCRPとICRPにとって 

は、原子力利用の拡大によってそのような利用が阻害されることは看過できない問題であった。 

io月末からn月初頭にかけてニューヨークで開かれたICRPと「国際放射線単位•測定委員会 

International Commission on Radiation Units and Measurements （ICRU）」の合同会合においてファ 

ィーラらはICRP勧告の改正案を再検討し、BEARが提唱した30年間の全人□平均累積線量100 
ミリシーベルトを医療被曝とその他の被曝に分割することで合意した51）。これは、両者の利害の衝 

突を避けつつ原子力利用に伴う一般公衆の被曝を自然放射線量と同程度に抑える方針を意味した。 

1958年9月に採択されたICRP勧告は、「多くの遺伝学者が10レム（100ミリシーベルト）を絶対 

的な上限と見なしており、全員がそれより低い線量を望んでいる」という表現で一般公衆の被曝基 

準について言及した。その放射線源別の内訳は示されなかったものの、遺伝に影響を与えるような 

医療被曝が約45ミリシーベルトと推計されていることを踏まえ、それ以外の利用に伴う被曝基準 

の上限を50ミリシーベルトとすることが示唆された52）〇こうして原子力時代における一般公衆の 

被曝基準が初めて正式に示されたのであった。

7.おわりに

原子力利用の行方を左右した一般公衆の被曝基準は、多様な知見や利害を抱える専門組織内外 

の「知の交渉」を通じて紆余曲折を経て数値化された。本論文は第二次世界大戦後初期に放射線防 

護体制をリードしたアメリカとイギリスに注目し、両国が原子力利用の推進では一致していたもの 

の放射線防護に関しては異なる制度と利害を有していたこと、そして一般公衆の被曝基準に関する 

数々の不確実要素を異なる角度から解釈し、意見の相違は三国協議を通じても解決されなかったこ 

とを明らかにした。この停滞局面を打開した原動力は、1954年のビキニ事件を契機とした「交渉」 

の場の多極化であった。それまで不確実性の解釈をめぐって対立していたアメリカの遺伝学界は、 

新たに設置された有識者会議を通じて統一見解をまとめて放射線防護基準の決定過程に参入する 

と、ICRPは自らの主導権を確保するために一般公衆の被曝基準を自然放射線量と同程度とする基 

本方針を打ち出した。

本論文が検討した専門組織内外の「知の交渉」は、第二次世界大戦後に成立した放射線防護体制 
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の特質を明らかにしている。そもそも交渉の大前提となったのは、一定の制約内で電離放射線と放 

射性物質の各種利用を認めることであった。そのため、交渉の中心的議題は生物的影響の有無その 

ものではなく、それを不確実性も含めてどこまで許容するか、そしてそれをどのように具体的な数 

値で示すか、というものであった。本論文で指摘したように、影響がない闕値が存在しないという 

仮説を最初に提起した遺伝学界は、原子力利用の進展に伴い急増する被曝に歯止めをかけるために 

は逆説的に一定の被曝を許容してそれを数値化するジレンマに直面した。この意味では、中川保雄 

らが指摘したように、放射線防護体制のロジックは原子力開発を推進し被曝を正当化する基本構造 

と表裏一体であるといえる。しかし、このことは放射線防護体制が一枚岩であることを必ずしも意 

味しない。というのも、戦後初期に誕生した複数の専門組織は原子力開発を推進する前提と議題を 

共有しつつ、同時に多様な知見や利害を抱えていたからである。そのため、放射線防護基準は権威 

を確立しようとする専門組織間の対立と妥協の微妙なバランスの上に成り立っていた。つまり、戦 

後初期の放射線防護体制とは、原子力利用を前提とした上でその多元性の調整を図る緩やかなネッ 

トワークであったといえよう。
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"Epistemic Negotiations" and the Pluralism of the Radiation Protection 
Regime: The Determination of Radiation Protection Standards for the 

General Population in the Early Years After World War II

Toshihiro Higuchi

Radiation protection standards for the general population have constituted one of the most 
controversial subjects in the history of atomic energy uses. This paper reexamines the process in 
which the first such standards evolved in the early postwar period・ While the existing literature 
has emphasized a “collusion” between the standard-setters and users, the paper seeks to examine 
the horizontal relationship among th巳 standard-setters. It first examines a series of expert 
consultations between the United States and the Un让ed Kingdom・ Representing a different 
configuration of power and interest, the two failed to agree on the assessment of genetic damage 
and cancer induction whose occurrence might have no threshold and therefore be dependent 
on the population size. This stalemate prevented the International Commission on Radiological 
Protection (ICRP), established in 1950, from formulating separate guidelines for the general public. 
Situations radically changed when the Bikini incident in 1954 led to the creation of more scientific 
panels. One such panel under the U.S. Academy of Sciences enabled the geneti&sts to bridge their 
internal divide, unanimously naming 100 mSv as the genetically permissible dose for the general 
population. Not to be outdone, ICRP publicized 让s own guidelines for the same purpose. The case 
examined in this paper shows that the standard-setting process is best understood as a series of 
"epistemic negotiations” among and within the standard-setters, whose agendas were determined 
from the outset but whose outcomes were not.


